
 

－（1）－ 

令和７年 ９月１０日（水曜日） 

○議事日程（第２号） 

令和７年９月１０日（水）午前１０時００分開議 

日程第 １ 認定第 １号 令和６年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ２ 認定第 ２号 令和６年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第 ３ 認定第 ３号 令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算認定について 

日程第 ４ 認定第 ４号 令和６年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算

認定について 

日程第 ５ 認定第 ５号 令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入

歳出決算認定について 

日程第 ６ 認定第 ６号 令和６年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

日程第 ７ 認定第 ７号 令和６年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算

認定について 

日程第 ８ 認定第 ８号 令和６年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算

認定について 

日程第 ９ 休会の件 

○本日の会議に付した案件 

 議事日程のとおり 

○出席議員（１４名） 

           １番 海 宝 和 宏 君 

           ２番 渡 邊 幸 江 君 

           ３番 前 田 君 江 君 

           ４番 岩 井 弘 晃 君 

           ５番 越 川 良 男 君 

           ６番 栁 堀   忠 君 

           ７番 桜 井 荘 一 君 

           ８番 宮 澤   健 君 



 

－（2）－ 

           ９番 大 網 正 敏 君 

          １０番 佐久間 義 房 君 

          １１番 高 木 武 男 君 

          １２番 鈴 木 正 昭 君 

          １３番 山 崎 ひろみ 君 

          １４番 板 寺 正 範 君 

○欠席議員 

 な  し 

○出席説明員（１２名） 

    町 長 岩 田 利 雄 君 

    副 町 長 向 後 喜一朗 君 

    監 査 委 員 平 山   茂 君 

    総 務 課 長  香 取 康 成 君 

    ま ち づ く り 課 長 堀 江 弘 之 君 

    健 康 福 祉 課 長 髙 木 多恵子 君 

    会 計 管 理 者 堀 江 香 澄 君 

    病 院 事 務 長 渡 辺 佳 則 君 

    農業委員会事務局長 竹 田 寿 幸 君 

    教 育 長 石 橋 宏 克 君 

    教 育 課 長 郡   伸 明 君 

    生涯学習担当課長 前 田 泰 孝 君 

○出席事務局員（３名） 

    事 務 局 長  布 施 光 規 

    次 長 向 後 順 子 

    主 査 白 石 直 人 



 

－81－ 

（午前１０時００分 開議） 

議長（板寺正範君） 

 おはようございます。ただいまの出席議員は全員です。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 日程第１、認定１号、令和６年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定についてから

日程第８、認定第８号、令和６年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算認定

についてまで、以上８案を一括議題とします。 

 本決算について提案者から説明を求めます。 

 町長、岩田利雄君。 

町長（岩田利雄君） 

 それでは、ただいま一括議題となりました認定第１号から認定第８号まで、一般

会計他、特別会計５件及び企業会計２件、合わせて８会計の令和６年度決算につき

まして提案理由を申し上げます。 

 なお、地方自治法第２３３条第３項並びに地方公営企業法第３０条第４項の規定

に基づきまして、監査委員さんの意見を付してございます。よろしくご審議を賜り

ますよう、認定くださいますようお願いを申し上げます。 

 最初に、認定第１号、令和６年度東庄町一般会計歳入歳出決算認定について提案

理由を申し上げます。 

 令和６年度の一般会計の予算現額の合計は、歳入歳出それぞれ７４億５，８７２

万３，０００円となりました。こちらは前年度と比較しますと２億７，４２７万９，

０００円の減となっております。 

 続いて、歳入歳出の決算状況でございますけれども、歳入合計は７３億２，４５

５万７，０００円となり、前年度と比べ２億７，０６４万５，０００円、３．６％

の減となっております。 

 一方、歳出合計は６８億６，５５７万２，０００円となり、前年度比で１億３，

５１１万４，０００円、１．９％の減となっております。 

 減額の主な要因でありますけれども、令和５年度に実施をいたしました東庄中学

校の大規模改修工事の事業終了によるものでございます。 

 また、歳入から歳出を差し引きました形式収支は４億５，８９８万５，０００円
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となります。繰越明許費により、翌年度へ繰り越すべき財源が２，２６７万２，０

００円でしたので、実質収支は４億３，６３１万３，０００円となりました。 

 続いて、認定第２号、令和６年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について提案理由を申し上げます。 

 歳入合計は１６億３，０４１万９，０００円で、前年度より１億１９３万６，０

００円の減となっております。 

 一方、歳出合計は前年度より７，１２５万８，０００円減の１５億６，５７７万

４，０００円で、歳入歳出差引額は６，４６４万５，０００円となりました。 

 続いて、認定第３号、令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について提案理由を申し上げます。 

 歳入合計は２億２，４０４万４，０００円で、前年度より２，２２７万９，００

０円の増となっております。 

 一方、歳出合計は前年度より２，２４９万２，０００円増の２億２，３２８万円

で、歳入歳出差引額は７６万４，０００円となりました。 

 続いて、認定第４号、令和６年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算認定

について提案理由を申し上げます。 

 歳入につきましては、主に食肉センターの事業収入となりますが、前年度と比較

いたしますと処理頭数は７，０９３頭の減となり、歳入合計では５６６万９，００

０円減の１億８，２３４万３，０００円となりました。 

 一方、歳出につきましては、事業費として９，７３６万３，０００円の支出の他、

積立金として２，５００万６，０００円を財政調整基金として積み立てるなど、歳

出合計では１億３，２３６万９，０００円となり、前年度より３４３万８，０００

円の増となっております。 

 また、平成１９年度より指定管理者制度の導入によりまして施設の管理運営を食

肉センター事業協同組合が実施をしております。 

 続いて、認定第５号、令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出

決算認定について提案理由を申し上げます。 

 歳入合計は４，８４０万１，０００円、前年度比３５．６％の増となっておりま

す。 

 増額の主な要因でありますけれども、事業収入と繰入金の増加によるものでござ
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います。 

 一方、歳出合計は３，４９８万２，０００円、前年度比２４．５％の増となりま

した。 

 以上、差引きの収支で１，３４１万９，０００円の黒字となっております。 

 続いて、認定第６号、令和６年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて提案理由を申し上げます。 

 歳入合計は１６億４，６３０万６，０００円、前年度比１．８％の増となってお

ります。 

 一方、歳出合計は１５億３，１７９万８，０００円、前年度比４．８％の増とな

りました。 

 以上、差引きの収支で１億１，４５０万８，０００円の黒字となっております。

令和７年度に精算を行いますと、実質的に余裕資金は７，０５３万円程度となる見

込みでございます。 

 続いて、認定第７号、令和６年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算認定

について提案理由を申し上げます。 

 地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、剰余金の処分につきましては議

会の議決を求めると共に、同法第３０条第４項の規定に基づき、決算について議会

の認定に付すものでございます。 

 まず、決算につきましては、収益的収入は４億４，０４１万９，０００円、収益

的支出は３億９，８７５万８，０００円となり、収支差引きでは４，１６６万１，

０００円の純利益となっております。 

 次に、資本的収支では収入はなく、支出として建設改良費、そして固定資産取得

費、企業債償還金を合わせて１億１，３３１万２，０００円となっております。 

 また、当年度未処理分利益剰余金純利益分でありますけれども、処分について議

会の議決を求めるものでございます。 

 最後に、認定第８号、令和６年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算認定

について提案理由を申し上げます。 

 病院事業につきましては、内科医師４名の診療体制と併せて非常勤医師によりま

す整形外科、循環器内科の診療を実施しております。 

 また、令和６年度より療養病床４８床を定員４６人の介護医療院に転換し、施設
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入所サービス、居宅療養管理の他、訪問リハビリ、通所リハビリを実施いたしてお

ります。 

 令和６年度の経営状況を見ますと、前年度に比べまして入院入所延べ人数で５．

０％の増、外来延べ患者数では１．５％の減となっております。 

 決算の内容ですが、収益的収支の収入が１１億４，３３３万４，０００円に対し

まして、支出が１０億７，９３４万４，０００円で６，３９９万円の純利益となり

ました。 

 次に、資本的収支でありますが、収入が７，６０７万８，０００円に対しまして、

支出が１億４，０３６万４，０００円で、不足する６，４２８万６，０００円につ

きましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額と過年度分損益勘定

留保資金をもって補填したところでございます。 

 以上、一般会計をはじめ８会計の決算につきまして、認定をいただくにあたりま

して提案理由を申し上げました。 

 なお、詳細につきましては、担当課長、事務長から説明をいたさせます。ご審議

の上、可決くださいますよう、よろしくお願いを申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 総務課長、香取康成君。 

総務課長（香取康成君） 

 それでは、令和６年度東庄町一般会計歳入歳出決算について内容をご説明申し上

げます。 

 説明につきましては、お手元に配付してございます決算参考資料により説明をさ

せていただきます。 

 恐れ入りますが１ページをお願いいたします。 

 一般会計決算の状況となります。 

 （１）決算規模は歳入の総額が７３億２，４５５万７，０００円となりました。

歳出の総額では６８億６，５５７万２，０００円となり、前年度比較で、歳入では

２億７，０６４万５，０００円、３．６％の減、歳出では１億３，５１１万４，０

００円、１．９％の減となりました。 

 （２）決算収支の状況ですが、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支

は４億５，８９８万５，０００円となりました。 
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 ここから翌年度へ繰り越すべき財源となる２，２６７万２，０００円を差し引い

た実質収支は４億３，６３１万３，０００円となりました。この実質収支から令和

５年度の実質収支の額を差し引いたものが、単年度収支といたしましてマイナス５，

６８７万円となります。 

 一番下の欄でございますが、単年度収支の額に財政調整基金の積立や取崩額など

を増減したものが実質単年度収支の額となり、マイナス８，５８４万６，０００円

となりました。 

 それでは、歳入歳出決算状況について申し上げます。 

 なお、この後、予算決算常任委員会へ付託される予定と聞いておりますので、主

立ったものを申し上げますのであらかじめご了承いただきたいと思います。 

 最初に、歳入決算について申し上げます。 

 下の第１表をご覧ください。 

 歳入決算の総額７３億２，４５５万７，０００円のうち、町税を初めとする一般

財源の総額は５５億１，８２７万５，０００円、歳入決算の７５．３％を占めてお

ります。残りの２４．７％葉特定財源で、国県支出金など１８億６２８万２，００

０円となっております。 

 それでは、款ごとの決算について主なものを申し上げます。 

 １款・町税は、決算額１５億８６７万２，０００円で、前年度より２５５万１，

０００円、０．２％の減となっております。昨年度実施された定額減税により個人

町民税が減額となっております。 

 次の２款・地方譲与税は７，６７１万７，０００円となりました。 

 ７款・地方消費税交付金は３億１，６７９万９，０００円、対前年度１，１４７

万６，０００円の増となりました。 

 １０款・地方特例交付金は６，２５７万９，０００円、対前年度５，３５８万９，

０００円の増となりました。こちらは、定額減税に伴う減収補填措置などによる増

額となっております。 

 １１款・地方交付税は２３億２３６万４，０００円、対前年度で３，９１８万７，

０００円、１．７％の増となりました。こちらは歳入決算総額の３１．４％を占め

ております。 

 １５款・国庫支出金は８億７，６６０万８，０００円、対前年度４，８１２万９，
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０００円の増となっております。 

 １６款・県支出金は５億１，８９２万２，０００円、対前年度１億２，００２万

９，０００円の増となりました。 

 １９款・繰入金は３億３，０３７万円、対前年度１億１，４６５万６，０００円

の増となっております。 

 ２０款・繰越金は５億９，４５１万６，０００円、対前年度１億７，４７９万９，

０００円の減となりました。 

 ２２款・町債は３億５，１４０万円となりました。こちらは令和５年度の中学校

大規模改修に伴う過疎対策事業債の減額などにより、対前年度４億７，９６０万円

の減となっております。 

 続いて、２ページをお願いいたします。 

 上の表でございますが、歳入決算につきまして、左半分では一般財源と特定財源

に、そして右半分では自主財源と依存財源に分けて表にしたものでございます。後

程ご参照いただきたいと思います。 

 次に、歳出決算についてご説明いたします。 

 目的別歳出決算の状況は、第２表のとおりでございます。こちらについても主な

ものをご説明申し上げます。 

 まず、２款・総務費は、決算額９億８，９４４万円で、対前年度２億３，９２９

万９，０００円、３１．９％の増となっております。こちらは主にＧＩＳと呼ばれ

る地理情報システム導入により増額となりました。 

 次に、３款・民生費１９億２８８万９，０００円、対前年度４，１０４万４，０

００円、２．２％の増となっております。 

 ４款・衛生費は９億５，７０１万６，０００円で、対前年度８，２５２万１，０

００円、７．９％の減となっております。 

 ５款・農林水産業費は４億３，２１６万円で、対前年度１億６，５２４万９，０

００円、６１．９％の増となりました。こちらは主に畜産関係の補助事業による増

となります。 

 ７款・土木費は５億４，００６万４，０００円、対前年度１億４３２万９，００

０円、２３．９％の増となりました。 

 ９款・教育費は７億７，１３６万４，０００円、対前年度５億７，０５８万４，
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０００円、４２．５％の減となりました。こちらは令和５年度の中学校大規模改修

工事の事業終了などにより減額となっております。 

 １１款・公債費は５億１，１５８万５，０００円、前年度比７，２７２万４，０

００円、１６．６％の増となっております。 

 続きまして、３ページをお願いします。 

 歳出決算の性質別の状況を示したものでございます。このうち消費的経費の合計

は４７億６，３１２万８，０００円、構成比は６９．４％となり、投資的経費の合

計は５億７，２２９万７，０００円、構成比は８．３％となっております。 

 また、前年度と比較しますと、消費的経費の決算額は４億３，８５０万円の増、

投資的経費では５億３，００３万２，０００円の減となっております。 

 それでは、第３表をご覧ください。性質別の歳出決算について主なものを申し上

げます。 

 まず、消費的経費のうち人件費の決算額は１０億８，８２８万２，０００円、前

年度と比べますと８，６４２万９，０００円、８．６％の増となりました。 

 物件費は、決算額１１億７，２０２万円、対前年度２億４，８７９万１，０００

円、２７．０％の増となっております。 

 扶助費は９億８，７７２万７，０００円、対前年度４，４４３万７，０００円、

４．７％の増となっております。 

 扶助費等は１４億９，６３０万１，０００円となり、対前年度５，１７９万７，

０００円、３．６％の増となっております。 

 次に、投資的経費のうち普通建設事業ですが、５億７，１８４万９，０００円の

決算となり、前年度決算より５億３，０４６万９，０００円、４８．１％の減とな

りました。 

 飛びまして、積立金の決算額は２億９，８８５万円となり、対前年度１億８４６

万円、２６．６％の減となりました。 

 次の繰出金の決算額は６億９７１万２，０００円となりました。 

 次の４ページから５ページにかけての円グラフは、今まで申し上げました一般会

計の決算についてグラフ化したものでございますので、後程ご参照いただきたいと

思います。 

 それでは、５ページの下の方に記載があります財政構造について説明いたします。 
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 地方公共団体の財政力を示す指標となる財政力指数は、地方交付税法の規定によ

り算出される基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値の過去３ヶ年の平均で

表します。 

 本町における令和６年度の財政力指数は０．４２０となりまして、令和５年度の

財政力指数０．４１４と比較すると０．００６ポイント増加しております。 

 次の経常収支比率は、人件費や扶助費などの経常的な経費を町税や地方交付税と

いった経常的な収入でどの程度賄えているかを示すもので、財政構造の弾力性を表

す指標となります。この数値は９２．７％で、前年度の８６．９％より５．８ポイ

ント増加しております。 

 数値の増加要因は、職員の給与改定などにより人件費が増加したことなどが主な

要因の一つとなっております。今後も経常経費の節減、合理化により、経常収支比

率の抑制に努めてまいります。 

 次の６ページでは、過去５年間の一般会計歳入歳出決算について、その規模を棒

グラフで示したものです。後程ご参照いただきたいと思います。 

 続いて、７７ページをお願いいたします。 

 こちらの表は、一般会計の町債について借入先事業ごとに令和６年度末と令和５

年度末の残高を記載しております。 

 一番下の合計欄を見ていただきますと、令和６年度末現在の残高は、元金が５０

億２，１１０万９，０００円、これに利子の残高１億２，７６８万円を合わせます

と、合計５１億４，８７８万９，０００円となっております。 

 令和５年度末現在の残高と比べますと１億２，３７５万１，０００円の減額とな

っております。 

 また、この額を令和６年度末の町の住民基本台帳人口の１万２，５１３人で割り

返してみますと、１人当たり約４１万１，０００円となります。この数値は、前年

度の１人当たり約４１万２，０００円と比べ約１，０００円減少したという計算と

なります。 

 次の７８ページをお願いいたします。 

 水道事業会計や病院事業会計の企業債の状況については割愛させていただきまし

て、その下の債務負担及び損失補償の状況について申し上げます。こちらは、将来

にわたって支出が伴う債務負担ということで損失補償はございませんでした。 
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 債務負担の状況のうち、令和６年度に新規設定したものは、上から３段目のちば

電子調達システムサービス提供業務、そこから更に２段下の複写機賃借料、またそ

こから３段下の東庄小学校スクールバス管理運行業務委託、更に下から３段目にあ

ります戸籍システム標準化業務となります。 

 令和６年度末の合計としましては、６億３，７５４万８，０００円となりました。 

 それでは、恐れ入りますが、決算書本冊の方をお願いいたします。本冊の３７２

ページをお願いいたします。 

 こちらでは、財産に関する調書について申し上げさせていただきます。 

 まず、１番、公有財産でございます。こちらの異動内容は、旧東城小学校のプー

ル施設について、行政財産から普通財産へ財産区分を変更したものとなります。 

 （１）土地及び建物、普通財産の増減高でございますが、土地については合計１，

８５３平米、建物については、プールの更衣室などの分として合計７４平米増加し

ております。 

 次に、３７３ページをお願いいたします。 

 （２）土地及び建物・行政財産については、先程申し上げましたプール施設につ

いて行政財産から普通財産に変更したことによる減少分が記載されております。 

 続いて、３７４ページの（３）出資による権利ですけれども、こちらは前年度末

現在と増減はございません。 

 続いて、その下、２番、物品についてですが、決算年度中の増減ですが、パーソ

ナルコンピュータは新規購入などにより３台の増となっております。 

 続いて、３７５ページをお願いいたします。 

 ３、基金、（１）特定目的基金の①一般会計について変更のありました基金を申

し上げます。 

 まず、財政調整基金について２億５，００２万４，０００円について積立を行い、

２億７，９００万円の取崩しを行いましたので、年度末現在高は１３億６，５８７

万５，０００円となりました。 

 減債基金は２，３００万円の積立を行い、９００万円の取崩しを行いましたので、

年度末現在高は８，２１２万９，０００円となりました。 

 飛びまして、ふるさと応援基金は、ご寄附をいただきました指定寄附金など２，

２１７万８，０００円を積み立て、９２３万２，０００円を取り崩しましたので、
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年度末現在高は３，７７８万４，０００円となりました。 

 森林環境基金は、森林環境譲与税を財源として１３１万４，０００円を積立、年

度末現在高は４６２万４，０００円となっております。 

 次の②特別会計につきましては割愛させていただき、（２）定額運用基金となり

ます。このうち郵便切手類購入基金については、年度中において、有価証券として

の郵便切手類と現金との間での異動がございますが、結果として現在高は６０万円

となり、増減のない基金となっております。 

 次に、土地開発基金ですが、決算年度中の増減はございませんでした。 

 最後に、３７６ページの表は、先程の郵便切手類購入基金について年間の運用状

況を示したものでございます。後程お目通しをいただければと思います。 

 以上で一般会計の決算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

議長（板寺正範君） 

 ここで暫時休憩とします。再開は午前１０時４０分からとします。 

（午前１０時３０分 休憩） 

（午前１０時４０分 再開） 

議長（板寺正範君） 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 総務課長、香取康成君。 

総務課長（香取康成君） 

 それでは、認定第２号、認定第３号につきましては町民課の所管となっておりま

すけれども、町民課長が欠席でございますので私から説明をさせていただきます。 

 認定第２号、令和６年度東庄町国民健康保険特別会計歳入歳出決算についてご説

明申し上げます。 

 決算の参考資料により説明いたしますので、６３ページをお願いいたします。 

 決算状況でございますが、上段の円グラフは令和６年度の歳入歳出各区分の構成

比率を示したものでございます。 

 歳入総額は１６億３，０４１万９，０００円、歳出総額は１５億６，５７７万４，

０００円、差引き６，４６４万５，０００円の黒字決算となっております。 

 それでは、中段の表により歳入の主なものをご説明いたします。 
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 １款・国民健康保険税は、決算額３億９９４万５，０００円で、前年度比マイナ

ス１，３０３万４，０００円、４．０％の減。 

 ５款・県支出金は、決算額１０億８，２１９万１，０００円で、前年度比４，７

８６万１，０００円、４．６％の増。 

 ８款・繰越金は、決算額９，５３２万３，０００円で、前年度比マイナス１億３，

３２５万７，０００円、５８．３％の減でございます。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 

 ２款・保険給付費は、決算額１０億４，１３７万７，０００円で、前年度比５，

０１４万９，０００円、５．１％の増。 

 ３款・国民健康保険事業費納付金は、決算額４億１，９２０万２，０００円で、

前年度比マイナス８６１万８，０００円、２．０％の減。 

 ５款・保健事業費は、決算額６，１２２万６，０００円で、前年度比３５４万６，

０００円、６．１％の増。 

 ６款・基金積立金は、決算額５，０００円で、前年度比１億１，５００万円の減。 

 令和５年度に繰越金の一部を基金へ積立した分が減額となっております。 

 以上で認定第２号、国民健康保険特別会計の説明を終わりにいたします。 

 続きまして、認定第３号、令和６年度東庄町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算についてご説明申し上げます。 

 決算参考資料の６７ページをお願いいたします。 

 決算状況でございますが、上段の円グラフは、令和６年度の歳入歳出各区分の構

成比率を示したものでございます。 

 歳入総額は２億２，４０４万４，０００円、歳出総額は２億２，３２８万円で、

差引き７６万４，０００円の黒字決算となっております。 

 それでは、歳入の主なものをご説明いたします。 

 １款・後期高齢者医療保険料は、決算額１億７，２１４万８，０００円で、前年

度比２，０１９万円、１３．３％の増。 

 ３款・繰入金は、決算額５，０００万７，０００円で、前年度比１７３万４，０

００円、３．６％の増。 

 なお、１款と３款で歳入全体の９９．２％を占めております。 

 次に、歳出の主なものをご説明いたします。 
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 １款・総務費は、決算額２３０万８，０００円で、前年度比２５万１，０００円、

１２．２％の増。 

 ２款・後期高齢者医療広域連合納付金は、決算額２億２，０９２万７，０００円

で、前年度比２，２２７万１，０００円、１１．２％の増。 

 なお、１款と２款で、歳出全体の９９．９％を占めております。 

 以上で認定第３号、後期高齢者医療特別会計の説明を終わりにいたします。よろ

しくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、堀江弘之君。 

まちづくり課長（堀江弘之君） 

 それでは、認定第４号、令和６年度東庄町食肉センター特別会計歳入歳出決算認

定について説明申し上げます。 

 決算参考資料、６８ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入歳出決算の状況についてご説明いたします。 

 歳入の合計は１億８，２３４万３，０００円で、前年度と比較しまして５６６万

９，０００円、率にして３％の減となりました。 

 １款・事業収入は、食肉センターの各種使用料で１億２，３２５万６，０００円

で、前年度と比較して９３４万８，０００円の減となります。 

 次に、２款・繰越金ですが、５，９０８万円で、前年度と比較して３６７万８，

０００円の増となっております。 

 次に、３款・財産収入ですが、財政調整基金の積立利息で６，０００円でござい

ます。 

 次に、４款・諸収入１，０００円は、歳計金の預金利子となります。 

 続きまして、歳出でございますが、合計１億３，２３６万９，０００円で、前年

度と比較して３４３万８，０００円、率にして２．７％の増となりました。 

 １款・事業費ですが、食肉センターの維持管理運営に係る経費で、指定管理料及

び消費税等９，７３６万３，０００円、前年度と比較して３５６万２，０００円の

減となっております。 

 次に、２款・積立金２，５００万６，０００円を食肉センター特別会計財政調整

基金として積立てをいたしました。前年度と比較して７００万円の増となっており
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ます。 

 次に、３款・諸支出金１，０００万円は、一般会計へ前年度と同額を繰り出しい

たしました。 

 歳入合計の１億８，２３４万３，０００円から歳出合計の１億３，２３６万９，

０００円を差し引いた４，９９７万４，０００円が翌年度への繰越しとなります。 

 次に、搬入頭数及び処理頭数について説明いたします。参考資料６９ページをお

願いいたします。 

 まず、令和６年度産地別搬入頭数ですが、（２）の円グラフのとおり、搬入頭数

の合計は１０万４，８１２頭で、主な搬入の受入先は東庄町５万２，１６５頭、旭

市２万７，７５８頭となっております。 

 年度別処理頭数については、（３）の棒グラフのとおり、令和６年度の処理頭数

の合計は１０万４，８１２頭で、前年度と比較して７，０９３頭、６．３％の減と

なりました。 

 この減の要因でございますが、夏季の猛暑による生育不良や東庄町食肉センター

への搬入する業者のうち１件が搬入を行わなくなり、搬入頭数が減ったことが、前

年度と比べ処理頭数が減少した主な要因と考えております。 

 なお、食肉センターの稼働日数は２５１日で、１日平均処理頭数は約４１８頭で

ございました。 

 次に、財政調整基金について説明いたします。お手数ですが、決算書本冊の３７

５ページをご覧ください。 

 ②の特別会計の表をご覧ください。 

 食肉センター財政調整基金ですが、令和６年度は２，５００万６，０００円を積

立、３億２，１２２万１，０００円の残高となっております。 

 以上で説明を終わります。なお、内容の詳細につきましては、予算決算常任委員

会で改めて説明いたします。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 健康福祉課長、髙木多恵子君。 

健康福祉課長（髙木多恵子君） 

 認定第５号、令和６年度東庄町訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算につ

いて内容をご説明申し上げます。 
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 決算参考資料の７０ページをお願いいたします。 

 最初に、下段の（２）訪問看護利用状況でございますが、令和６年度の利用者数

の合計は３６５人、延べ件数２，４３２件でございます。令和５年度と比較します

と、利用者数の合計で７９人、２７．６％の増、延べ件数では合計で６１７件、３

４％の増となりました。 

 続いて、決算状況についてご説明いたします。 

 初めに、中段の表、歳入から申し上げます。 

 １款・事業収入は２，３２７万７，０００円、全体の４８．１％、前年度との比

較では５８０万７，０００円、３３．２％の増となりました。 

 増額の要因は、利用者数増加による訪問件数の増によるものでございます。 

 ２款・繰入金は１，７５０万６，０００円、全体の３６．２％、前年度との比較

では４８４万４，０００円、３８．３％の増となりました。繰入金につきましては、

一般会計からの繰入金でございます。 

 ３款・繰越金は７６０万円、全体の１５．７％、前年度との比較では２０５万円、

３６．９％の増となりました。これは前年度からの繰越金でございます。 

 ４款・諸収入は１万８，０００円となりました。 

 以上、歳入合計では４，８４０万１，０００円、前年度との比較では１，２７０

万９，０００円、３５．６％の増となりました。 

 次に、歳出について申し上げます。 

 歳出については、１款・事業費のみで３，４９８万２，０００円、前年度との比

較では６８９万円、２４．５％の増となりました。事業費の内容ですが、職員の人

件費がほとんどでございます。 

 以上の結果、歳入歳出差引１，３４１万９，０００円の黒字となりました。これ

につきましては、令和７年度への繰越しとなります。 

 以上で令和６年度訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせ

ていただきます。 

 続きまして、認定第６号、令和６年度東庄町介護保険特別会計歳入歳出決算につ

いて内容をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７１ページをご覧ください。 

 令和６年度は、第９期介護保険事業計画３ヶ年の１年目でございました。 
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 それでは、中段の表、歳入から主なものを申し上げます。 

 １款・保険料は３億２，３３２万３，０００円、全体の１９．６％、前年度との

比較では２，０８４万９，０００円、６．９％の増となりました。 

 ３款・国庫支出金から５款・県支出金につきましては、介護保険法で定められた

保険給付費、地域支援事業費に対するそれぞれの負担金でございます。 

 ３款・国庫支出金は３億２，８５６万１，０００円、４款・支払基金交付金は３

億７，９１２万円、５款・県支出金は２億１，８９１万８，０００円でございます。

合算しますと９億２，６５９万９，０００円、全体の５６．３％を占めており、前

年度との比較では４４５万８，０００円の増となっております。 

 ７款・繰入金は２億４，１３４万２，０００円、全体の１４．７％、前年度との

比較では７９０万９，０００円、３．２％の減となりました。繰入金につきまして

は、一般会計からの繰入金でございます。 

 ８款・繰越金は１億５，４７９万２，０００円、全体の９．４％、前年度との比

較では、１，４０２万５，０００円、１０％の増となりました。これは前年度から

の繰越金でございます。 

 ９款・諸収入は２３万円、前年度との比較では２０４万２，０００円の減となり

ました。 

 減額の要因は、令和５年度に所得の修正申告に伴い、過年度分の高額介護サービ

ス費等を返金した方がいたためです。 

 以上、歳入合計では１６億４，６３０万６，０００円、前年度との比較では２，

９３８万８，０００円、１．８％の増となりました。 

 続いて、歳出の主なものについて申し上げます。 

 １款・総務費は３，８１３万２，０００円、全体の２．５％、前年度との比較で

は４４３万９，０００円、１０．４％の減となりました。 

 主な内容としましては、職員４名分の人件費、システム使用料及び介護認定審査

会などに要した費用でございます。 

 ２款・保険給付費は１３億５，６６４万６，０００円、全体の８８．６％と歳出

の大部分を占めております。前年度との比較では４，０９２万４，０００円、３．

１％の増となりました。 

 主な内容としては、居宅介護サービス費、施設介護サービス費、介護予防サービ



 

－96－ 

ス費などの介護保険サービス利用に対する給付費用でございます。 

 なお、下段の表、（２）保険給付状況にサービス別の件数、給付金額を記載して

ございますので、後程ご覧いただきたいと存じます。 

 ３款・地域支援事業費は５，８１６万８，０００円、全体の３．８％、前年度と

の比較では１，３６７万６，０００円、３０．７％の増となりました。 

 主な内容は、介護予防生活支援サービス事業費や地域包括支援センター職員の人

件費などに要する費用でございます。 

 増額の主な要因は、要支援の方の通所介護の利用件数が増えたことと通所Ｃを始

めたことによるものでございます。 

 ５款・諸支出金は７，８８５万２，０００円、全体の５．１％、前年度との比較

では１，９５１万１，０００円、３２．９％の増となりました。 

 増額の主な要因は、前年度の介護給付費などの精算による国庫支出金等の返還金

が増加したことによるものでございます。 

 以上、歳出合計は１５億３，１７９万８，０００円、前年度との比較では６，９

６７万２，０００円、４．８％の増となりました。 

 以上の結果、歳入歳出差引１億１，４５０万８，０００円の黒字となりました。 

 なお、国庫支出金等の精算を令和７年度に行うこととなりますが、精算後におい

ての余裕資金は７，０５３万円程度になる見込みでございます。 

 続きまして、介護保険給付準備基金の状況についてご報告いたします。 

 決算書本冊３７５ページをお願いいたします。 

 ３、基金、（１）特定目的基金の中ほどの②特別会計、２段目に記載しておりま

す介護保険給付準備基金につきまして、令和６年度中に定期預金運用利子１万５，

０００円を積み立てており、年度末残高は１億２，０５８万１，０００円となって

おります。 

 以上で、令和６年度介護保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただき

ます。なお、訪問看護ステーション特別会計歳入歳出決算及び介護保険特別会計歳

入歳出決算の詳細につきましては、予算決算常任委員会でご説明申し上げます。よ

ろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 まちづくり課長、堀江弘之君。 
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まちづくり課長（堀江弘之君） 

 それでは、認定第７号、令和６年度東庄町水道事業会計剰余金の処分及び決算認

定について説明申し上げます。 

 決算参考資料の７２ページをお願いいたします。 

 最初に、決算状況の（１）収益的収入及び支出でございますが、収益的収入は４

億４，０４１万９，０００円で、前年度との比較では１，６８３万１，０００円の

増額となっております。 

 収入のうち営業収益が３億５，１５０万２，０００円で、内訳は水道料金であり

ます給水収益が３億４，３６２万６，０００円で、収入全体に占める割合が７８％

でございます。給水申込金、他会計負担金他が７８７万６，０００円で１．８％と

なっております。 

 営業外収益は８，８９１万７，０００円で、内訳は一般会計からの高料金対策に

対する補助金が５，０００万円で１１．４％、千葉県からの補助金が２，９０８万

２，０００円で６．６％、長期前受金戻入他が９８３万５，０００円で２．２％と

なっております。 

 次に、収益的支出は３億９，８７５万８，０００円で、前年度との比較で２，９

８８万３，０００円の増額となっております。 

 支出のうち営業費用が３億９，６７０万６，０００円で、内訳は東総広域水道企

業団への受水費が２億４，４４６万３，０００円で、支出全体に占める割合が６１．

３％、減価償却費が４，６２７万７，０００円で１１．６％、人件費が２，５９０

万２，０００円で６．５％、動力費委託料他が８，００６万４，０００円で２０．

１％となっております。 

 営業外費用は、企業債の支払利息２０５万２，０００円で、０．５％となってお

ります。 

 次に、（２）資本的収入及び支出でございますが、収入はございません。 

 支出は総額１億１，３３１万２，０００円で、内訳は建設改良費が１億４５２万

７，０００円、固定資産取得費が５７万５，０００円、企業債償還金が８２１万円

となっております。建設改良費につきましては、配水管更新工事などによるもので

ございます。 

 収支の不足分１億１，３３１万２，０００円は、当年度消費税及び地方消費税資
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本的収支調整額１，３８６万３，０００円及び過年度損益勘定留保資金９，９４４

万９，０００円で補填しております。 

 次に、経営状況の（１）決算の推移でございますが、令和２年度から令和６年度

までの５年間の収益的収支につきまして、下記の表のとおりでございます。 

 令和６年度の収支では４，１６６万１，０００円の純利益となっております。 

 続きまして、剰余金の処分につきまして、決算書本冊の３２５ページをお願いい

たします。 

 令和６年度東庄町水道事業剰余金処分計算書案でございます。 

 右の欄をご覧ください。 

 未処分利益剰余金の当年度末残高は４，１６６万１，８３８円で、これを議会の

議決による処分として剰余金や資本金へ組み入れるものでございます。 

 建設改良積立金に当年度純利益分の４，１６６万１，８３８円を積み立て、将来

の水道施設更新工事に充てるものでございます。こちらの処分内容について議会の

議決をお願いするものでございます。 

 以上で説明を終わります。なお、水道事業会計の詳細につきましては予算決算常

任委員会で改めてご説明いたします。よろしくお願い申し上げます。 

議長（板寺正範君） 

 病院事務長、渡辺佳則君。 

病院事務長（渡辺佳則君） 

 認定第８号、令和６年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算について内容

をご説明申し上げます。 

 決算参考資料の７４ページをお願いいたします。 

 収益的収支についてですが、上段の収入は１１億４，３３３万４，０００円、昨

年と比較しますと５，５４３万７，０００円、５．１％の増で、グラフの内側、医

業収益は６億１，８４６万７，０００円、収入総額に対する構成比は５４．１％で

す。 

 介護医療院に係る福祉サービス収益は２億１，９８９万４，０００円、収入総額

に対する構成比は１９．２％です。 

 医業外収益は３億２９４万７，０００円、収入総額に対する構成比は２６．５％

です。 
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 物価高騰対策交付金の特別利益は２０２万６，０００円、収入総額に対する構成

比は０．２％です。 

 円グラフの外側、医業収益の内訳で、入院収益は１億５，９６３万３，０００円、

１４．０％です。外来収益は３億５，８８０万２，０００円、３１．４％です。室

料差額、健康診断などのその他医業収益は１億３万２，０００円、８．７％です。 

 次に、医業外収益の内訳で、一般会計からの繰入金などの負担金交付金は２億９，

０００万３，０００円、２５．４％です。長期前受金戻入金などのその他医業収益

は１，２９４万４，０００円、１．１％です。 

 内訳につきましては、右上に記載のとおりとなっております。 

 次に、下段の支出は１０億７，９３４万４，０００円、昨年と比較しますと１，

１２３万６，０００円、１．１％増で、グラフの内側、医業費用、福祉サービス費

用の合算では１０億２，９５７万７，０００円、支出総額に対する構成比は９５．

４％です。医業外費用は４，９０３万５，０００円、支出総額に対する構成比は４．

５％です。特別損失は７３万２，０００円、支出総額に対する構成比は０．１％で

す。 

 円グラフの外側、医業費用、福祉サービス費用の合算の内訳で、給与費は５億３，

７４４万７，０００円、４９．８％です。材料費は２億４８０万円、１９．０％で

す。経費は２億３，１０２万９，０００円、２１．４％です。減価償却費などのそ

の他は５，６３０万１，０００円、５．２％です。 

 内訳につきましては、左上に記載のとおりとなっております。 

 次に、医業外費用の内訳で、仕入れに係る消費税関係雑支出などで、医業外費用

４，９０３万５，０００円、構成比は４．５％です。 

 内訳につきましては、右上に記載のとおりとなっております。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 中段の決算の推移ですが、先程説明をいたしました収入額１１億４，３３３万４，

０００円に対し、支出額１０億７，９３４万４，０００円で、６，３９９万円の純

利益となっております。 

 なお、令和２年度からの推移を記載しておりますので、後程ご覧ください。 

 次に、上段の資本的収入及び支出については、収入は７，６０７万８，０００円、

企業債元金償還分等の一般会計からの繰入れなど出資金７，６０７万８，０００円、
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支出は１億４，０３６万４，０００円、内訳は建設改良費５，４０４万７，０００

円、企業債償還金８，６３１万７，０００円。 

 収支不足額６，４２８万６，０００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額２０１万円、過年度分損益勘定留保資金６，２２７万６，０００円で補

填をいたしました。 

 一番下の表をご覧ください。 

 入院・入所・外来延べ患者数は、入院・入所は１万８，７７３人、昨年と比較し

ますと８９６人、５．０％の増。外来は２万６，０４３人、昨年と比較しますと３

９９人、１．５％の減。１日当たりでは、入院・入所は５１．４人、外来は１０１．

７人となりました。 

 ７６ページをお願いいたします。 

 令和６年度末病院事業債現在高です。元金が２億４，１３８万２，８８２円、利

子が１，０３５万７，１３４円、合計で２億５，１７４万１６円となっております。 

 なお、令和６年度の償還額は８，６３１万６，９５８円でした。 

 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（板寺正範君） 

 本決算について提出者からの説明が終わりましたので、ここで監査委員の代表か

ら審査報告の説明を求めます。 

 監査委員、平山茂君。 

監査委員（平山 茂君） 

 それでは、議案書８８ページをお願いします。 

 令和６年度東庄町一般会計・特別会計歳入歳出決算審査及び基金運用状況審査に

ついて報告をいたします。 

 地方自治法第２３３条第２項の規定に基づき審査に付された、令和６年度東庄町

一般会計・特別会計歳入歳出決算及び同法第２４１条第５項の規定に基づき審査に

付された、基金運用状況について審査をいたしました。 

 その結果、以下のとおり意見書を提出いたします。あと、以下の内容につきまし

ては、皆さん、もう既にお目通しのことと思いますので、ところどころはしょって

報告させていただきますので、ご了承をお願いします。 

 ８９ページをお願いします。 
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 まず、一般会計・特別会計歳入歳出決算審査の意見書からご報告をします。 

 １、審査の対象は、（１）令和６年度東庄町一般会計歳入歳出決算から、（６）

令和６年度東庄町介護保険特別会計歳入決算までの６会計であります。 

 審査の期間は、令和７年７月２２日及び８月７日であります。 

 審査の経過については、お目通しのほど、よろしくお願いします。 

 次に、４番の審査の結果でありますが、審査に付された各会計の歳入歳出決算書

は、関係法令にのっとり作成され、計数は関係諸帳簿等照合の結果正確であり、予

算の執行については概ね所期の目的に沿ってなされており、内容も正当なものと認

定をいたしました。 

 また、財産に関する調書は、財産状況・異動状況についての計数も正確であると

認められました。 

 次に、決算の概要ですが、ここは９０ページ、次のページに実質収支の状況内容

を表で表していますので、参考に願います。 

 ９１ページをお願いします。 

 総括的評価ですが、まず普通会計・一般会計ですが、財政力指数について、これ

は地方公共団体の財政力を評価するために一般的に用いられる指標ですが、令和６

年度においては０．４２０となり、前年度の指数０．４１４から０．００６ポイン

ト増となりました。 

 次に、経常収支比率ですが、財政構造の弾力性を良くするために用いられる指標

であります。これにつきましては硬直化傾向であり、経常収支比率の改善に今後ま

た努力していただきたいと考えております。 

 次に、財源内訳及び性質別歳出の状況でありますが、この行の下から２行目、積

立金の減少及び投資的経費の減額が見られますが、全体のバランスを鑑み、適正な

予算管理に努められたい。 

 次に、町税の滞納及び不納欠損についてですが、下から３行目、滞納者へのきめ

細やかな納税相談に加え、財政調査や差押えなどの積極的な執行で、徴収率は９０％

台の高いレベルを維持しています。収税担当者を中心とした職員の努力を評価する

ものであります。 

 ９２ページをお願いします。 

 今後も収税担当者だけでなく広く職員間で情報を共有しながら、今後も徴収率の
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維持向上を望むものであります。 

 次に、特別会計でありますが、まず国民健康保険特別会計。収入未済額が昨年に

引き続き減少しています。 

 また、被保険者数の減少は、人口の減少や高齢化、社会保険加入者の増加による

ものと見られますが、町民の健康と安心出来る生活を守る保険制度でありますので、

町民の理解を得ながら、適正な運営に臨んでいただきたい。 

 次に、後期高齢者医療特別会計ですが、お目通しをお願いします。 

 次に、食肉センター特別会計については、特に下から４行目ぐらいから、老朽化

した排水処理施設の更新が必要と思われます。土地及び資金の確保等設備の更新に

ついて、時期を定め具体的な計画を進めていただきたい。 

 次に、訪問看護ステーションですが、お目通しをお願いしたいと思います。 

 ９３ページをお願いします。 

 介護保険特別会計ですが、下から４行目、高齢化が進み、予算規模は拡大してい

る。東庄町介護保険事業計画（第９期）に基づく介護予防の推進や保険給付費の適

正化などを通じ、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が出来るよう、介護保険

制度の安定的な運営を図っていただきたいと思います。 

 次に、歳計現金及び基金ですが、ここでは下から３行目ほどですが、基金は、町

民に対して安心と安全を与える目安として大切なものであり、今後の政策を左右す

る重要なものであります。自然災害や緊急的災害など不測の事態に備えるためにも、

今後も確保に努めていただきたいと考えます。 

 次に、町民バス購入基金ですが、大型バス購入から２０年以上が経過し、町民バ

ス更新の検討時期と考えられます。町民の利用状況に適した車両と基金額を考慮し、

公共施設整備基金との統合も検討しつつ購入について計画をされたい。 

 最後に、総括的意見であります。９４ページをお願いします。 

 ここでは上から９行目ほどからなんですが、参考として令和５年度決算の指標と

なるが、実質収支比率は県内２位、経常収支比率は県内７位で、そのうち人件費は

県内６位となっており、県内市町と比較しても財政規模は小さいながらも安定した

数値で、健全財政を保っていると見られます。 

 また、財政運営においては、人件費を抑え設備投資を最小限に留めてきた堅実な

安定運営の継続に加え、東庄町債権管理条例を新たに制定し更なる債権管理に努め
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ていることを大いに評価をしたい。しかしながら、これまで控えていた大規模な施

設整備等を今後実施する場合は、厳しい財政運営を迫られることも考えられます。

地方交付税の財源確保に努め、国・県の補助金について要望や提案を積極的に行い、

国・県の交付金・補助金を有効に活用することが望まれます。 

 また、町の将来を見据えた長期的な計画を立て、老朽化する町内施設の長寿命化

を図り、かつ有効的に活用し、町民が必要とする事業を限りある財源で適正に実施

していただきたいと思います。 

 以上、一般会計特別会計の報告を終わります。 

 ９５ページをお願いします。 

 続きまして、令和６年度東庄町水道事業会計及び東庄町国民健康保険東庄病院事

業会計決算審査について意見を申し上げます。 

 ９６ページをお願いします。 

 審査の対象については、（１）令和６年度東庄町水道事業会計決算、（２）令和

６年度東庄町国民健康保険東庄病院事業会計決算の２会計であります。 

 審査の期間は令和７年７月２２日、審査の経過についてはお目通しをお願いしま

す。 

 審査の結果でありますが、審査に付された各会計の決算書は、関係法令にのっと

り作成され、計数は関係諸帳簿等照合の結果正確であり、予算の執行については、

概ね所期の目的に沿ってなされており、内容も正当なものと認定をいたしました。 

 次に、決算の概要ですが、決算の内容及び数字につきましては、先程認定第７号

と８号の説明と重複しますので、（１）と（２）につきましては、お目通しをお願

いしたいと思います。 

 ９７ページをお願いします。 

 中段から、総括的意見を申し上げます。 

 まず、水道事業会計ですが、ここでは真ん中辺から、事業費用が定常的に推移し

ているため、黒字決算を維持してはいるが、給水原価２５１．４４円、供給単価２

２２．１４円で、料金回収率は８８．３５％となり、昨年と比較すると７．０５ポ

イントの減となっております。次の行、料金回収率が１００％を下回り、給水にか

かる費用は、水道料金収入以外の町・県からの補助金収益等で補われている状況が

続いております。今後の給水原価の改定や耐用年数を経過した水道施設の維持管理
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費用などを考慮すると、据置きとしてきた水道料金について、見直しが必要な時期

と思われます。長期的な水道管更新計画の策定、自然災害や施設老朽化による突発

的な工事発生への対応に備え職員の体制を強化して、飲料水の安定供給と健全運営

の持続に努められていただきたい。 

 ９８ページをお願いします。 

 最後に、東庄町国民健康保険東庄病院事業会計ですが、これにつきましては令和

６年度決算の業務実績は、年間外来患者数・入院患者数共に新型コロナウイルス感

染拡大前に回復したと見られ、令和６年４月に療養病床４８床を定員４６人の介護

医療院に転換後、初めての決算となりました。健全経営の指標の一つであります７

０％台の入院・入所利用率につきましては到達することは出来なかったものの、介

護医療院開設に伴う努力が感じられます。病床利用率は医業収益に直結するもので

ありますので、引き続き、医師を含め職員の連携を高めて更なる利用率に取り組ま

れていただきたい。 

 下から９行目ぐらい、また、令和６年度はオーシャンプラザ非常用発電機更新工

事、デジタル眼底カメラの更新、インシデントレポート管理システム更新を行い、

安全な医療と介護を維持していくために必要な機器を整備しました。今後も旭中央

病院と連携し、地域における保健・医療・福祉・介護施策の拠点としての役割を果

たしていただきたい。 

 施設全体の老朽化に伴う修繕につきましては、施設設備の延命と事業継続を考慮

し、今後も適正な工事を実施されていただきたい。地域医療構想や国保東庄病院経

営強化プランを踏まえて、大規模改修等の長期計画を見据えて体制を強化し、引き

続き健全運営に臨んでいただきたいと考えております。 

 以上、報告を終わります。 

議長（板寺正範君） 

 説明が終わりました。 

 ただいま議題となっております認定第１号から認定第８号までについて会議規則

第３８条第１項の規定により、お手元の付託表のとおり所管の常任委員会に審査の

付託をしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、認定第１号から認定第８号までについては所管の常任委員会に付託の上、

審査することに決定しました。 

 日程第９、休会の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 委員会審査等のため、９月１１日から１８日までの８日間を休会したいと思いま

す。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（板寺正範君） 

 ご異議なしと認めます。 

 従って、９月１１日から１８日までの８日間を休会とすることに決定しました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 ９月１９日の会議は、議事の都合により午後２時３０分に繰り下げて開くことに

します。 

 本日はこれで散会します。ご苦労さまでした。 

（午前１１時３９分 散会） 


